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北上市告示甲第1 4 7号 

 

北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱を次のように定め

る。 

 

  令和７年11月14日  

                    北上市長 八重樫 浩 文 

 

   北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この告示は、ツキノワグマによる被害防止を図るため、温泉事業者（温泉法（

昭和23年法律第1 2 5号）第15条の規定による県知事の許可を受けている者をいう。

以下同じ。）が実施するツキノワグマ対策設備の整備に要する経費に対し、予算の

範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則（平成３年北上市

規則第57号）及び北上市補助金交付要綱（平成３年北上市告示第16号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２ この告示において「ツキノワグマ対策設備」とは、次の各号に定める設備等を

いう。 

 (1) 電気柵、フェンス、窓格子等ツキノワグマの侵入を防止する設備 

(2) センサーカメラ、照明、音響設備、看板等ツキノワグマの侵入を警戒する設備  

（補助対象者） 

第３ 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、代表者又は役員が北

上市暴力団排除条例（平成27年北上市条例第28号）第２条第２号に規定する暴力団

員でない北上市内の温泉事業者とする。  

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、ツキノワグマ対

策設備の整備に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の４分の３の額（そ

の額に1 , 0 0 0円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 前項に規定する補助金の額は、同一の補助対象者につき、3 0 0万円を限度とし、

補助金の交付は、１回限りとする。  

（補助金の交付申請） 

第５ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、北上市温泉

施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲

げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 
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(1) 整備位置図 

(2) 見積書の写し 

(3) 現状の写真 

（補助金の交付決定等） 

第６ 市長は、第５の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付決定通知

書（様式第２号）により、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するもの

とする。 

（補助金の変更申請等） 

第７ 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第６の規

定による交付の決定を受けた内容又は金額の変更をしようとするときは、北上市温

泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金変更申請書（様式第３号）に変更し

ようとする内容が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金交付決定変更通知書により通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第８ 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、北上市温泉施設ツキノワグ

マ対策設備整備事業費補助金請求書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し 

(2) 事業完了後の整備箇所の写真 

 （補助金の取消等） 

第９ 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した

補助金の返還を命ずるものとする。 

 （補則） 

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
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様式第１号（第５関係） 

                              年  月  日  

 北上市長 様 

 

                    所在地                

名 称                

代表者                

電話番号               

 

北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付申請書 

 

 北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金の交付を受けたいので、北

上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第５の規定により、関

係書類を添えて、次のとおり申請します。 

温泉施設名   

事業計画額                   円 

交付申請額                   円  

 

 

整備する設備内容 

 

 

 

着工予定年月日      年     月     日  

完了予定年月日       年     月     日  

施工業者  
住  所： 

事業所名：  
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様式第２号（第６関係） 

北上市指令 第   号 

 

所在地                

名 称                

代表者                

電話番号               

 

北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整

備事業費補助金について、          円を交付することに決定したので、

北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第６の規定により通

知します。 

 

    年  月  日 

北上市長            印    
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様式第３号（第７関係） 

年   月   日  

 北上市長 様 

                    所在地                

名 称                

代表者                

電話番号               

 

 

北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金変更申請書 

 

    年  月  日付け北上市指令 第 号で通知があった北上市温泉施設ツキ

ノワグマ対策設備整備事業の内容を次のとおり変更したいので、北上市温泉施設ツキ

ノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第７の規定により、関係書類を添えて、

次のとおり申請します。 

記  

１ 変更の内容 

 

 

２ 変更の理由 
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様式第４号（第８関係） 

  年  月  日  

 北上市長 様 

 

所在地                

名 称                

代表者                

電話番号               

 

 

北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金請求書 

 

    年  月  日付け北上市指令 第   号で通知があった北上市温泉施設

ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金について、その事業が完了したので、北上市

温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第８の規定により、関係書

類を添えて、次のとおり請求します。 

記  

１ 完了年月日        年   月   日 

２ 補助金交付決定額   金         円 

３ 補助金請求額     金         円 

４ 振込口座 

 

 

 


